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近
世
前
期
幕
府
海
上
御
用
の
実
施
形
態

―
小
堀
政
一
と
讃
岐
国
塩
飽
年
寄
の
関
係
か
ら
―

糸
川　

風
太

キ
ー
ワ
ー
ド
：
支
配
／
塩
飽
／
御
用
／
年
寄
／
権
力

は
じ
め
に

本
稿
は
、
鉄
や
鉛
の
大
規
模
輸
送
等
と
い
っ
た
統
一
権
力
か
ら
の
御
用
に
従
事
し
た
讃
岐
国
塩
飽
諸
島
の
島
民
と
、
同
地
を
支
配
し
、

ま
た
国
奉
行
・
郡
代
と
し
て
も
活
躍
し
た
小
堀
政
一
と
の
関
係
を
見
つ
つ
、
塩
飽
の
統
治
と
そ
れ
に
関
連
す
る
近
世
前
期
の
海
上
御
用
を

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

近
世
前
期
、
江
戸
幕
府
が
広
範
な
人
と
物
の
集
荷
・
分
業
体
制
を
確
立
し
た
こ
と
が
、
諸
大
名
に
卓
越
し
た
軍
事
的
・
経
済
的
力
量
を

も
つ
所
以
と
な
っ
た
の
は
疑
い
な
く
、
特
に
高
木
昭
作
は
、
小
堀
政
一
等
に
よ
る
鉄
の
集
荷
を
は
じ
め
と
す
る
国
単
位
の
広
域
的
な
諸
機

能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
国
奉
行
制
」
論
を
展
開
し
、
国
家
的
支
配
の
様
相
を
論
じ
た（
１
）。

一
方
で
朝
尾
直
弘
は
小
領
主
支
配
の
克

服
と
い
う
中
で
郡
代
・
国
奉
行
を
位
置
づ
け（
２
）、

藪
田
貫
は
地
域
的
管
轄
を
反
映
す
る
「
国
奉
行
」
が
職
務
の
複
雑
化
・
分
化
に
伴
い
、
明
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確
な
職
務
内
容
と
権
限
を
も
っ
た
幕
府
統
治
機
構
が
整
備
さ
れ
る
と
し
た（
３
）。

ま
た
高
木
が
国
家
的
統
治
に
お
い
て
諸
身
分
を
統
治
・
編
成

す
る
重
要
な
概
念
と
し
て
提
示
し
た
の
が
、
石
高
（
表
高
）
に
紐
付
け
ら
れ
た
「
国
役
」
で
あ
り（
４
）、

以
後
「
役
」
は
支
配
―
被
支
配
を
繋

ぎ
、
か
つ
広
域
支
配
を
貫
徹
さ
せ
る
上
で
基
本
的
な
論
点
と
な
っ
た
。
特
に
村
田
路
人
は
、
国
役
普
請
制
度
の
検
討
か
ら
、「
役
」
の
請

負
業
者
で
あ
る
用
聞
等
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
広
域
支
配
の
実
現
過
程
を
論
じ
た（
５
）。

本
稿
は
こ
う
し
た
高
木
の
「
国
奉
行
制
」
論
や
、
そ
れ
に
先
立
っ
た
朝
尾
の
論
点
、
ま
た
「
国
奉
行
制
」
論
の
後
に
批
判
・
発
展
的
に

提
示
さ
れ
た
論
点
に
学
び
、
近
世
前
期
の
「
国
奉
行
」
等
広
域
支
配
担
当
者
を
め
ぐ
る
地
域
的
状
況
と
そ
の
変
遷
、
そ
の
中
で
彼
ら
の
支

配
が
達
成
さ
れ
る
過
程
と
い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
分
析
を
進
め
る
。
そ
の
中
で
高
木
が
そ
も
そ
も
「
国
奉
行
」
に
注
目
し
た
背
景
に
、
冒

頭
に
述
べ
た
人
と
物
の
広
範
な
集
中
・
編
成
を
可
能
に
し
た
幕
府
権
力
の
特
質
解
明
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
動
員
の
具
体

的
方
法
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
先
述
し
た
「
役
」
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し

か
し
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
近
世
前
期
の
海
上
御
用
に
つ
い
て
前
提
と
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
石
高
に
紐
付
け
ら
れ
、
そ
の
負
担
が

数
量
的
に
算
出
さ
れ
る
「
役
」
的
な
も
の
と
は
性
格
が
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
論
で
詳
述
す
る
が
、
塩
飽
が
小
堀
よ
り
命
じ

ら
れ
た
御
用
は
多
岐
に
わ
た
り
、
船
舶
・
水
主
の
動
員
も
不
定
量
か
つ
不
定
期
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
塩
飽
が
御
用
に
従
事
す
る
根
拠
は
、

将
軍
権
力
に
よ
っ
て
島
民
が
島
内
に
知
行
を
得
て
い
る
と
い
う
事
実
「
の
み
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
故
に
そ
の
知
行
高
に
応
じ
て
「
役
」

が
賦
課
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
塩
飽
で
は
一
七
世
紀
中
期
か
ら
、
負
担
実
数
の
明
示
、
二
重

負
担
の
論
理
、代
銀
納
等
が
展
開
し
て
お
り
、御
用
の
構
造
に
大
き
な
断
絶
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
後
に
展
開
す
る
狭
義
の「
役
」

負
担
と
区
別
す
る
た
め
、一
七
世
紀
前
期
の
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
業
務
を
広
く
「
御
用
」
と
定
義
づ
け
る
。
た
だ
し
当
然
こ
の
「
御
用
」

は
、
各
地
の
大
量
の
物
資
を
中
央
に
輸
送
・
集
中
さ
せ
る
と
い
っ
た
、「
国
奉
行
」
の
職
務
ひ
い
て
は
幕
府
権
力
の
確
立
に
お
い
て
不
可

欠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
機
構
に
先
立
つ
、
小
堀
と
い
う
個
人
に
依
拠
し
た
存
在
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
近
世
前
期
広
域
支
配
の
特
質（
６
）と

い
え
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る
も
の
で
、
そ
れ
が
何
故
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
な
官
僚
機
構
の
整
備
と
い
う
こ
と
以

上
に
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
海
上
御
用
の
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
近

世
前
期
幕
府
広
域
支
配
の
変
容
を
、
在
地
も
含
め
た
当
時
の
社
会
的
状
況
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

さ
て
近
世
の
塩
飽
に
つ
い
て
は
、「
直
属
性
」
と
「
自
治
性
」
の
二
つ
の
側
面
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
。
戦
前
に
塩
飽
の
通
史
を
描
い

た
真
木
信
夫
は
、
織
豊
期
以
来
、
中
央
権
力
に
組
み
込
ま
れ
た
塩
飽
水
主
が
廻
船
供
出
・
兵
糧
輸
送
等
の
軍
役
を
勤
め
、
江
戸
幕
府
成
立

以
降
軍
事
的
緊
張
が
治
ま
っ
て
後
も
、
城
米
御
用
船
や
長
崎
奉
行
護
送
船
の
水
主
と
し
て
活
躍
す
る
幕
府
「
直
属
」
の
御
用
船
・
水
主
集

団
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
本
領
安
堵
の
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
、
塩
飽
諸
島
は
島
民
に
よ
る
共
同
「
自
治
」
が
展
開
さ
れ
て

い
た
特
殊
な
地
域
と
位
置
付
け
た（
７
）。

五
味
克
夫
は
島
内
で
発
生
し
た
騒
動
等
を
検
討
し
、
島
内
政
治
の
変
遷
を
見
通
し（
８
）、

柚
木
学
は
こ
の

御
用
船
的
な
活
躍
よ
り
は
じ
ま
る
塩
飽
廻
船
の
盛
衰
を
、
国
内
市
場
、
特
に
大
坂
廻
船
市
場
の
発
展
過
程
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た（
９
）。

そ
の

後
、
上
村
雅
洋
は
各
湊
の
入
津
記
録
か
ら
塩
飽
廻
船
の
展
開
・
衰
退
過
程
を
検
討
の
上
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
塩
飽
年
寄
の
経
済
的
失
策

を
塩
飽
廻
船
市
場
の
動
向
か
ら
見
通
し
）
10
（

、
古
田
眞
吉
は
中
世
来
か
ら
の
塩
飽
の
海
運
上
の
位
置
を
整
理
し
、
朱
印
状
に
よ
っ
て
根
拠
付
け

ら
れ
た
知
行
と
廻
船
経
営
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
）
11
（

。
本
稿
で
検
討
す
る
幕
府
御
用
と
い
う
関
係
で
は
、
人
見
彰
彦
が
小
堀
お
よ
び
そ
の
手

代
と
の
関
係
で
塩
飽
船
の
動
員
を
論
じ
）
12
（

、
𠮷
田
洋
子
が
大
坂
船
手
の
職
務
を
分
析
す
る
中
で
、
長
崎
奉
行
渡
海
の
際
に
、
船
手
の
指
揮
下

で
水
主
と
し
て
従
事
し
た
塩
飽
島
民
に
触
れ
）
13
（

、
橋
詰
茂
は
江
戸
・
大
坂
城
普
請
等
の
石
材
搬
出
の
折
に
小
堀
が
塩
飽
の
石
材
差
配
を
実
施

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
14
（

。

こ
の
よ
う
に
塩
飽
が
幕
府
御
用
の
達
成
に
お
い
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
年
表
的
な
事
実
関
係
の

指
摘
に
と
ど
ま
る
点
も
多
く
、
ど
の
よ
う
な
指
揮
系
統
で
御
用
が
な
さ
れ
、
ま
た
御
用
動
員
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
る
塩
飽
へ
の
朱
印

状
発
給
が
ど
の
よ
う
な
関
係
の
下
で
実
施
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
よ
り
、
小
堀
の
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指
示
の
下
に
、
朱
印
状
に
裏
付
け
ら
れ
た
知
行
へ
の
見
返
り
と
し
て
、
前
述
の
幕
府
海
上
御
用
が
担
わ
れ
て
い
た
構
造
的
特
質
お
よ
び
そ

の
矛
盾
を
検
討
す
る
。

第
一
章　

塩
飽
諸
島
の
支
配
体
制

第
一
節　

塩
飽
「
人
名
」
制
の
成
立

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
塩
飽
は
織
豊
政
権
ま
た
江
戸
幕
府
の
御
用
を
な
が
く
勤
め
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
由
緒
は
塩
飽
の
存
立
が
脅

か
さ
れ
、
ま
た
同
島
年
寄
衆
の
権
力
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
く
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
頃
に
な
り
整
理
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
塩
飽
諸
島
に
は
古
代
以
来
の
由
緒
書
や
一
七
世
紀
初
期
の
史
料
が
数
多
く
現
存
し
て
い
る
。
本
章
で
は
先
行
研

究
も
参
照
に
し
つ
つ
、
塩
飽
の
概
要
を
述
べ
る
。

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
に
よ
り
、
塩
飽
諸
島
一
二
五
〇
石
を
水
主
六
五
〇
名
が
安
堵
さ
れ
、
水
主
は
そ
の
見

返
り
と
し
て
統
一
権
力
か
ら
の
御
用
を
勤
め
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
真
木
に
よ
れ
ば
、
こ
の
水
主
六
五
〇
名
は
知
行
権
を
持
つ
当

地
の
「
領
主
」
即
ち
「
名
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
島
を
共
同
で
自
治
す
る
体
制
を
特
に
「
人
名
」
制
と
呼
び
、
塩
飽
諸
島
は
藩
に
も
属
さ
ず
、

幕
領
で
も
な
い
「
人
名
」
六
五
〇
名
の
共
有
の
領
地
で
、
こ
の
「
人
名
」
共
同
体
は
特
に
「
塩
飽
島
中
」
と
表
現
さ
れ
る
）
15
（

。
し
か
し
幕
府

か
ら
の
御
用
や
触
の
送
付
は
幕
府
機
関
に
よ
り
行
わ
れ
る
）
16
（

。
そ
し
て
本
稿
の
主
題
で
あ
る
海
上
御
用
に
お
い
て
は
、
統
一
権
力
よ
り
任
命

さ
れ
た
支
配
権
力
が
差
配
を
担
当
す
る
。
そ
の
変
遷
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
先
述
の
通
り
年
貢
収
奪
を
実
施
す
る
本
来
的
な

「
領
主
」
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
史
料
用
語
に
即
し
て
「
支
配
」
と
呼
称
す
る
。

こ
の
よ
う
に
特
徴
的
な
知
行
形
態
が
何
故
展
開
さ
れ
た
か
、
真
木
が
紹
介
す
る
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
三
月
二
五
日
塩
飽
年
寄
宮
本
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伝
太
夫
よ
り
同
族
宮
本
安
次
郎
宛
書
状
に
よ
れ
ば
、「
麦
高
千
二
百
五
拾
石
拝
領
仕
候
而
六
百
五
拾
人
はマ
マ

御
軍
役
私
壹
人
と
し
て
相
勤
か

た
き
旨
」
を
先
祖
の
宮
本
伝
太
夫
が
支
配
の
寺
沢
越
中
守
広
政
に
申
し
上
げ
た
た
め
と
伝
え
る
）
17
（

。
こ
れ
は
近
世
後
期
の
書
状
で
、
か
つ
本

史
料
の
所
在
は
現
在
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
記
述
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
保
留
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
塩
飽
年
寄
家
は
一

般
的
な
領
主
権
力
と
は
異
り
、
独
力
で
軍
役
奉
仕
が
困
難
な
「
小
身
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

な
お
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
年
寄
宮
本
家
が
自
家
所
蔵
の
古
書
物
を
書
き
上
げ
た
目
録
記
録
が
残
る
（
表
３
）。
こ
れ
ら
も
大
半

が
現
存
し
て
い
な
い
が
、
作
成
者
・
宛
所
・
年
月
日
と
簡
易
な
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
検
討
材
料
と
し
て
は
貴
重
で
あ
る
。
同
目
録
に

よ
る
と
天
正
一
五
〜
一
八
年
段
階
で
塩
飽
島
中
諸
役
免
除
に
関
す
る
書
状
を
発
給
し
て
い
た
の
は
、
前
述
の
寺
沢
広
政
で
あ
る
。
同
人
は

秀
吉
の
側
近
で
あ
る
「
六
人
衆
」
の
長
老
に
し
て
）
18
（

、
方
広
寺
大
仏
殿
造
営
の
材
木
輸
送
に
お
け
る
船
舶
差
配
等
を
担
っ
て
い
た
）
19
（

。
そ
し
て

塩
飽
宛
の
書
状
が
寺
沢
忠
次
郎
即
ち
子
の
正
成
と
な
る
初
見
は
、
朝
鮮
出
兵
時
の
名
護
屋
へ
の
船
御
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天

正
後
期
に
島
支
配
を
担
当
し
て
い
た
の
は
広
政
で
、
後
に
子
の
正
成
が
引
き
継
い
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

目
録
記
録
で
は
、
慶
長
初
期
に
石
川
紀
伊
守
光
元
が
年
寄
宮
本
伝
太
夫
に
鯨
御
用
等
に
関
す
る
指
示
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
、
後
世
の

塩
飽
明
細
書
に
も
歴
代
の
塩
飽
支
配
に
同
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）。
彼
は
「
六
人
衆
」
石
川
光
重
の
子
、
秀
吉
の
馬
廻
組
頭

を
勤
め
、
後
に
播
磨
龍
野
城
主
と
な
る
が
、
関
ヶ
原
後
失
領
す
る
）
20
（

。
関
ヶ
原
合
戦
以
前
の
塩
飽
は
、
秀
吉
側
近
衆
に
よ
る
支
配
が
展
開
し

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節　

徳
川
家
康
朱
印
状
の
発
給
過
程

塩
飽
に
現
存
す
る
最
古
の
朱
印
状
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
二
八
日
発
給
の
家
康
に
よ
る
朱
印
状
で
あ
る
。
こ
の
朱
印
状
発
給

の
経
緯
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
み
ら
れ
る
。
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【
史
料
１
）
21
（

】　

※
（　

）
内
は
筆
者
に
よ
る

乍
恐
申
傳
候
覚
書

一 
権（
徳
川
家
康
）

現
様
御
朱
印
頂
戴
仕
候
儀
者
、
関
ヶ
原
ゟ
大
坂
江
御
打
入
之
刻
祖
父
共
大
津
迄
罷
出
、
瀬
田
橋
詰
ニ
而
言
上
仕
御
跡
随
ひ
申
候
、

慶
長
五
年
九
月
廿
五
日
ニ
大
坂
西
之　

御
丸
江
御
入
落
被
為
成
候
一
番
ニ
奉
願
上
候
、
為
御
吉
例
と
御
上
意
ニ
而
同
廿
八
日
ニ

小（
小
笠
原
正
吉
）

笠
原
越
中
守
様
御
肝
煎
ニ
而
本（
本
多
正
信
）

田
弥
八
郎
共
申
候
、
本（
本
多
忠
勝
）

田
平
八
郎
様
共
申
候
御
取
次
を
以　

御
朱
印
頂
戴
仕
候
、
其
節
祖
父
共

辻
甚
左
衛
門
様
と
申
候
御
船
奉
行
御
下
手
ニ
付
、
大
坂
木
津
川
口
之
御
番
相
勤
申
候
由
申
傳
候
御
事

史
料
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
年
寄
宮
本
助
之
丞
と
吉
田
彦
右
衛
門
作
成
に
よ
る
、
自
身
の
祖
父
お
よ
び
父
親
か
ら
伝
え
聞
い
た
御

用
記
録
で
あ
る
。
伝
聞
と
は
い
え
、
御
用
を
勤
め
た
当
人
の
生
前
を
知
る
孫
世
代
作
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
朱
印

状
獲
得
に
お
け
る
家
康
取
次
の
動
向
で
あ
る
。
小
笠
原
越
中
守
正
吉
は
、
小
川
雄
に
よ
れ
ば
三
河
の
国
人
に
由
緒
を
持
つ
幡
豆
小
笠
原
氏

の
一
族
で
あ
り
、
家
康
が
関
東
に
移
っ
て
後
に
「
船
手
役
」
を
勤
め
、
海
上
軍
事
を
掌
っ
た
奉
行
人
と
さ
れ
る
）
22
（

。
歴
代
の
塩
飽
支
配
に
そ

の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
朱
印
状
の
発
給
は
同
人
の
名
義
に
よ
る
。
表
３
に
よ
れ
ば
慶
長
前
期
に
塩
飽
の
御
用
賦
課
を
指
示
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
小
笠
原
正
吉
が
関
ヶ
原
合
戦
期
に
お
い
て
塩
飽
の
支
配
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
が
、
由
緒
書
に
み
え
る
朱
印
状
の
発
給
願
や
取
次

に
お
い
て
は
、
本
多
正
信
も
し
く
は
忠
勝
が
仲
介
し
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
成
立
の
「
御
朱
印
頂
戴

仕
次
第
）
23
（

」
に
は
、
寺
沢
正
成
、
小
笠
原
正
吉
が
朱
印
状
願
の
言
上
を
取
り
次
い
だ
と
す
る
。

次
に
史
料
中
の
朱
印
状
発
給
の
折
、
塩
飽
年
寄
宮
本
伝
太
夫
が
大
坂
木
津
川
口
番
を
勤
め
た
際
の
指
揮
官
で
あ
る
辻
甚
左
衛
門
な
る
人

物
に
注
目
し
た
い
。
同
人
は
前
節
で
述
べ
た
大
仏
殿
造
営
に
お
け
る
船
舶
調
達
の
指
示
を
寺
沢
広
政
か
ら
受
け
て
お
り
、
全
く
同
文
の
指

示
を
寺
沢
家
臣
高
畠
親
蔵
に
も
宛
て
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
）
24
（

、
辻
は
寺
沢
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
伝

太
夫
は
寺
沢
軍
団
内
の
下
で
勤
務
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
て
の
塩
飽
支
配
人
と
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
由
緒
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書
の
限
り
で
確
認
で
き
る
。
以
上
か
ら
こ
の
段
階
で
は
、
軍
事
的
御
用
に
お
け
る
年
寄
と
の
属
人
的
紐
帯
が
強
く
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の

下
で
塩
飽
人
名
の
共
同
統
治
と
統
一
権
力
の
御
用
賦
課
の
根
拠
た
る
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
由
緒
で
、

塩
飽
は
自
身
を
根
拠
づ
け
、
同
書
の
提
出
を
受
け
た
幕
府
権
力
も
そ
の
歴
史
を
共
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

塩
飽
の
統
治
と
海
上
御
用
の
関
係
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
支
配
―
塩
飽
年
寄
の
関
係
こ
そ
が
核
と
い
え
よ
う
。

第
三
節　

塩
飽
の
年
寄
衆

塩
飽
の
水
主
を
取
り
ま
と
め
、
島
の
行
政
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
た
塩
飽
年
寄
衆
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
る
。
真
木
に
よ
れ
ば
、
塩
飽

の
政
治
の
最
高
機
関
で
、「
人
名
」
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
が
、
家
柄
・
格
式
を
重
ん
じ
て
古
く
か
ら
在
地
領
主
的
な
地
位
に
あ
り
、
全
島

を
統
治
し
、
時
に
は
奉
行
・
代
官
へ
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
）
25
（

。

島
の
年
寄
衆
は
近
世
最
初
期
に
は
真
木
家
、
入
江
家
、
吉
田
家
、
宮
本
家
の
四
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
真
木
又
左
衛
門
は
天
正
後
期

段
階
で
既
に
退
転
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
同
人
の
名
は
後
世
の
由
緒
書
等
で
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
入
江
四
郎
左
衛
門

は
後
述
す
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
当
時
塩
飽
支
配
で
あ
っ
た
小
堀
政
一
に
背
き
、
島
を
退
転
し
た
と
い
う
。

塩
飽
年
寄
を
永
く
務
め
た
の
は
、
吉
田
家
と
宮
本
家
で
あ
る
。
吉
田
家
は
塩
飽
本
島
笠
島
を
本
拠
と
し
、
当
主
は
代
々
彦
右
衛
門
と
称

し
た
。
そ
し
て
前
節
の
史
料
に
も
頻
繁
に
登
場
す
る
宮
本
家
は
、
本
島
泊
浦
を
本
拠
と
し
、
天
正
期
の
当
主
伝
太
夫
（
道
意
、
以
後
長
男

伝
太
夫
と
区
別
す
る
た
め
道
意
と
表
記
）
の
後
、
退
転
し
た
真
木
家
の
知
行
分
を
支
配
し
た
長
男
伝
太
夫
家
（
後
同
家
は
伝
右
衛
門
家
と

改
め
る
）、
吉
田
家
よ
り
入
江
家
知
行
分
を
引
き
継
い
だ
次
男
助
之
丞
家
、
父
伝
太
夫
の
知
行
分
を
引
き
継
い
だ
三
男
半
右
衛
門
家
（
後

同
家
は
伝
左
衛
門
家
、
そ
の
後
伝
太
夫
家
と
改
め
る
）
に
分
家
し
、
塩
飽
年
寄
は
吉
田
家
と
宮
本
三
家
の
計
四
家
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
）
26
（

。
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第
二
章　

支
配
小
堀
と
年
寄
家

第
一
節　

宮
本
道
意
に
よ
る
支
配
と
の
取
次
と
塩
飽
の
知
行

前
章
で
み
た
よ
う
に
塩
飽
は
年
寄
四
家
を
中
心
と
し
た
島
政
が
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
寄
四
家
体
制
が
先
述
し
た
真
木
・

入
江
両
家
退
転
後
、
速
や
か
に
再
整
備
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
表
３
を
み
れ
ば
、
慶
長
初
期
に
お
い
て
は
入
江
・
宮
本
・
吉
田
三
家
に

書
状
が
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
年
寄
の
欠
員
補
充
は
さ
れ
て
い
な
い
。
四
家
が
連
名
の
宛
所
と
な
る
書
状
が
み
ら
れ
る
の
は
小
堀
死
去
後
、

支
配
が
大
坂
町
奉
行
・
船
手
と
な
る
慶
安
期
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
）
27
（

。

以
下
、
小
堀
に
よ
る
塩
飽
支
配
と
年
寄
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

【
史
料
２
）
28
（

】　
　
　
　

覚

一 

〔
（
破
損
）

〕
儀
ハ
慶
長
十
三（
塩
飽
年
寄
入
江
四
郎
左
衛
門
）

年
四
郎
左
衛
門
遠（
小
堀
政
一
）

州
様
御
仕
置
ヲ
そ
む
き
は
し
り
申
、
其
後
十
四
年
之
と
し
よ
り
四
郎
左
衛
門
分
知
行

山（
小
堀
手
代
山
脇
九
郎
右
衛
門
）

わ
き
九
郎
右
衛
門
殿
よ
り
彦
右
衛
門
被
仰
付
候
、
其
子
細
ハ
四
郎
左
衛
門
き
も
入
申
分
（
塩
飽
年
寄
吉
田
彦
右
衛
門
）

彦
右
衛
門
ニ
被
〔（
破
損
）〕

候
、
先
年
笠

嶋
分
貮
人
し
て
仕
候
ニ
よ
つ
て
、
只
今
も
彦
右
衛
門
・（
彦
右
衛
門
親
類
吉
田
茂
兵
衛
）

も
ひ
や
う
へ
貮
人
し
て
萬
事
御
公
儀
つ
と
め
仕
来
り
候
、
則
九
郎
右
衛
門

殿
慶
長
拾
八
年
ま
て
仕
置
ヲ
被
成
候
、
其
上
四
郎
左
衛
門
分
被
下
候
而
明
ル
年
十
五
年
正
月
御（
塩
飽
年
寄
宮
本
道
意
）

礼
道
意
・
彦
右
衛
門
同
前
罷
登

り
、
（
小
堀
手
代
深
町
喜
左
衛
門
）

　

深
町
様
道
意
取
合
ニ
て
申
上
候
処
ハ
、
四
郎
左
衛
門
き
も
入
分
彦
右
衛
門
ニ
被
仰
付
候
ニ
よ
つ
て
知
行
も
相
添
被
下
候

と
申
上
候
へ
ハ
、
随
分
堪
忍
仕
候
而
御
公
儀
御
役
〔
（
破
損
）

〕
候
へ
と
被
仰
下
候
、
只
（
塩
飽
年
寄
宮
本
助
之
丞
）

今
助
尉
申
候
ハ
、
九
郎
右
衛
門
殿
ゟ
御
判

物
不
申
事
□（
破
損
）□

ニ
申
、
四
郎
左
衛
門
は
し
り
申
候
而
後
、
九
郎
右
衛
門
殿
ゟ
被
仰
付
儀
少
も
其
紛
無
御
座
候
、
此
上
助
尉
申
候
ハ
、

遠
州
様
之
御
意
ニ
て
候
と
申
、
取
上
ヶ
申
御
意
と
申
さ
す
ハ
、
何
れ
助
尉
申
斗
ニ
可
被
取
上
候
哉
、
召
食
候
ハ
前
世
之
こ
と
く
被
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仰
付
候
者
可
忝
候
、
仍
為
後
日
如
件

寛
永
八
閏
十
月　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
彦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
も
ひ
や
う
へ

上

破
損
が
著
し
く
、
文
意
を
つ
か
み
か
ね
る
箇
所
も
あ
る
が
、
本
史
料
は
年
寄
吉
田
彦
右
衛
門
と
同
族
茂
兵
衛
に
よ
る
年
寄
宮
本
助
之
丞

の
恣
意
に
対
す
る
小
堀
へ
の
嘆
願
書
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
こ
の
点
は
次
節
で
詳
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
前
半
部
に
注
目
し
た
い
。

即
ち
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
退
転
し
た
入
江
四
郎
左
衛
門
知
行
分
の
処
理
に
関
す
る
内
容
で
、「
国
奉
行
」
小
堀
の
職
務
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
領
主
へ
の
知
行
引
き
渡
し
に
近
い
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
）
29
（

。
翌
一
四
年
に
小
堀
の
手
代
山
脇
九
郎
右
衛
門
）
30
（

よ
り
吉
田
彦

右
衛
門
に
仰
せ
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
公
儀
役
を
同
族
茂
兵
衛
と
と
も
に
勤
め
て
き
た
と
い
う
。

そ
し
て
翌
一
五
年
正
月
、
彦
右
衛
門
が
同
じ
く
小
堀
手
代
の
深
町
喜
左
衛
門
）
31
（

に
、
入
江
知
行
分
の
引
継
指
示
に
対
す
る
御
礼
を
述
べ
た
が
、

そ
こ
に
同
道
し
、
深
町
と
「
取
合
」
っ
た
の
が
宮
本
道
意
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
道
意
が
他
の
年
寄
衆
と
支
配
の
手
代
衆
と
を
取
り
次
ぐ
立
場
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
表
３
中
に
寺
沢
広
政
が
塩
飽
年
寄
中
に
「
御
料
理
」
を
下
す
と
し
て
、
宮
本
道
意
を
宛
所
と
し
て
他
年
寄
の

名
を
書
付
け
る
よ
う
に
と
の
書
状
が
目
録
に
記
さ
れ
て
お
り
、
早
い
段
階
か
ら
、
道
意
が
支
配
と
の
間
で
御
用
や
知
行
の
引
き
渡
し
を
取
り

次
い
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
吉
田
彦
右
衛
門
は
道
意
の
取
次
で
知
行
を
認
可
さ
れ
、
公
儀
役
を
勤
め
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。

第
二
節　

宮
本
助
之
丞
一
件
に
み
る
支
配
人
と
年
寄
の
関
係

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
お
こ
っ
た
、
宮
本
道
意
の
次
男
助
之
丞
に
よ
る
島
内
の
恣
意
的
支
配
と
そ
の
反
対
騒
動

に
関
し
て
は
、
既
に
多
く
の
研
究
者
に
知
ら
れ
た
一
件
で
あ
る
が
、
享
保
期
の
年
寄
の
財
政
手
腕
の
失
政
に
関
す
る
一
件
を
対
象
化
す
る
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た
め
、
近
世
初
期
の
年
寄
に
よ
る
土
豪
的
支
配
の
恣
意
性
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
か
た
ち
で
理
解
さ
れ
て
る
）
32
（

。
し
か
し
そ
も
そ
も
同
一

件
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
五
味
克
夫
は
、
年
寄
宮
本
助
之
丞
の
恣
意
に
対
す
る
、
年
寄
吉
田
彦
右
衛
門
と
塩
飽
島
民

の
連
合
的
側
面
を
史
料
的
に
明
ら
か
に
し
て
お
り
）
33
（

、
年
寄
―
塩
飽
島
民
の
対
立
関
係
に
収
斂
さ
れ
な
い
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
寛
永
初
期
は
年
寄
宮
本
家
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
。
ま
ず
宮
本
道
意
の
長
男
伝
太
夫
が
寛
永
三
年
に
死
去
し
て
お

り
、
三
男
半
右
衛
門
も
翌
四
年
に
死
去
し
て
い
る
。
道
意
自
身
は
寛
永
四
年
に
逆
修
塔
（
生
前
に
建
立
す
る
墓
石
）
を
建
立
し
て
お
り
、

同
年
に
は
未
だ
顕
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
）
34
（

、
後
述
す
る
よ
う
に
寛
永
六
年
頃
か
ら
次
男
助
之
丞
の
動
き
が
活
発
に
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
既
に
こ
の
時
期
に
は
一
線
を
退
い
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

道
意
の
次
男
助
之
丞
は
は
じ
め
甚
右
衛
門
を
名
乗
り
）
35
（

、
寛
永
六
年
五
月
に
江
戸
に
向
か
い
、
朱
印
状
の
発
給
を
幕
府
に
申
請
す
る
）
36
（

。
こ

の
年
に
支
配
の
小
堀
は
八
年
ぶ
り
に
江
戸
へ
参
勤
し
て
お
り
）
37
（

、
寛
文
五
年
「
御
朱
印
頂
戴
仕
次
第
」
に
は
、「
小
堀
遠
江
守
殿
御
取
次
を

以
言
上
仕
」
と
あ
る
）
38
（

。
朱
印
状
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
支
配
の
取
次
が
不
可
欠
で
あ
り
、
故
に
そ
の
申
請
時
期
は
支
配
の
江
戸
参
勤
時
期

に
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
四
月
に
、
宮
本
助
之
丞
と
吉
田
彦
右
衛
門
が
大
坂
町
奉
行
曽
我
古
佑
の
「
指
図
」

に
よ
り
家
光
朱
印
状
の
申
請
を
行
い
、
家
光
の
病
を
理
由
に
却
下
さ
れ
た
事
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
）
39
（

。
曽
我
が
塩
飽
支
配
と
な
っ
て
以
降
、

は
じ
め
て
の
江
戸
参
勤
が
こ
の
時
期
で
あ
り
）
40
（

、
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
家
光
の
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
申
請
が
滞
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
塩
飽
の
朱
印
状
発
給
が
、
前
章
に
み
た
よ
う
に
他
の
大
名
の
そ
れ
と
性
格
が
異
な
り
、
特
殊
な
関
係
の
下
で
展
開
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
江
戸
で
朱
印
状
を
申
請
し
た
助
之
丞
は
、
翌
七
年
に
朱
印
状
と
、
当
時
の
老
中
稲
葉
正
勝
よ
り
次
の
書
状
が
得
ら
れ
る
。

【
史
料
３
）
41
（

】
今
度　

御
朱
印
儀
、
去
ル
自
巳
年
其
方
御
当
地
相
詰
訴
訟
申
上
候
、
乍
去
御
次
手
等
茂
無
之
付
而
、
御
取
上
不
被
為
成
候
得
共
、
慶
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長
五
年
九
月
廿
八
日
権（
徳
川
家
康
）

現
様
御
朱
印
御
頂
戴
仕
候
次
第
御
扣
被
為
成
御
覧
、
御
神
妙
被
為
思
召
ニ
付
而
、
雖
御
次
手
無
之
、
御
朱
印

頂
戴
被
為
仰
付
候
、
然
上
者
右
之
條
々
我
等
其
上　

御
当
家
之
御
吉
例
与
存
候
条
、
嶋
壱
人
年
寄
ニ
申
付
候
間
、
弥
以
御
公
儀
様
御

事
別
而
大
事
ニ
可
奉
存
候

　
　
　
　

寛
永
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲（
老
中
稲
葉
正
勝
）

丹
後
守

　
　
　
　
　
　

午
ノ
八
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　

御
書
判

　
　
　
　
　
　

塩
飽
嶋

　
　
　
　
　
　
　

宮
本
助
之
丞
と
の

　

宮
本
助
尉
江
被
遣
候
趣
添
書
御
朱
印

　
　
　
　

写
シ

本
史
料
は
年
寄
吉
田
家
に
残
る
写
し
で
あ
る
。「
御
次
手
」
の
解
釈
は
複
数
考
え
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
朱
印
状
発
給
に
あ
た
っ
て
、
小

堀
と
は
別
に
将
軍
に
取
り
次
ぐ
側
近
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
回
の
申
請
が
幕
府
に
と
っ
て
は
、
取
り
上
げ
る
べ
き
正

式
な
手
続
き
に
則
っ
た
案
件
で
は
な
い
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
即
ち
、
寛
永
六
年
の
申
請
は
本
来
的
に
認
可
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
家
康
朱
印
状
頂
戴
の
次
第
を
「
神
妙
」
と
し
て
、
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
朱
印
状
は
現
存
し
て
お
り
、
大
御
所
秀
忠

発
給
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
）
42
（

、
本
史
料
の
発
給
元
で
あ
る
稲
葉
正
勝
は
家
光
付
の
老
中
で
あ
り
、
こ
の
点
が
問

題
と
な
る
。

本
史
料
に
よ
れ
ば
こ
の
度
の
朱
印
状
発
給
は
、「
我
等
其
上　

御
当
家
之
御
吉
例
」、
つ
ま
り
徳
川
家
は
勿
論
、「
我
等
」
稲
葉
正
勝
と
の

関
係
を
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
文
脈
の
中
で
「
嶋
壱
人
年
寄
ニ
申
付
候
」
と
い
う
、
先
例
に
な
い
一
人
年
寄
制
を
認
可
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
朱
印
状
発
給
と
後
に
騒
動
と
な
る
助
之
丞
の
「
恣
意
」
的
支
配
は
、
こ
の
稲
葉
に
よ
る
指
示
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
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表
３
を
み
る
と
、
稲
葉
正
勝
と
（
助
之
丞
親
道
意
と
み
ら
れ
る
）
宮
本
伝
太
夫
と
の
間
で
、
音
物
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
、
助
之
丞
以
前
か
ら
宮
本
家
と
の
関
係
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
本
来
的
な
手
続
き
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

朱
印
状
の
獲
得
が
宮
本
家
の
人
脈
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
助
之
丞
は
朱
印
状
の
獲
得
と
、
一
人
年
寄
の
根
拠
を
得
る
こ
と
と
な
り
、
帰
島
後
、
島
民
に
非
難
さ
れ
る
恣
意
的
支
配
を
展

開
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
全
体
的
な
内
容
は
先
述
の
五
味
克
夫
が
紹
介
し
て
い
る
）
43
（

。「
塩
飽
宮
本
助
之
丞
殿
去
年
江
戸
ニ
而
し
わ
く
を

上
様
ゟ
知
行
ニ
被
下
候
と
被
申
先
年
ニ
相
違
御
仕
置
迷
惑
仕
候
」
と
し
て
、
助
之
丞
が
独
自
に
島
内
検
地
を
実
施
の
上
、
年
貢
率
を
定
め
、

ま
た
自
己
の
館
普
請
に
島
民
を
徴
発
す
る
等
、「
先
年
ハ
代
官
所
、
今
度
者
助
之
丞
知
行
ニ
被
下
候
」
と
）
44
（

、
史
料
３
を
根
拠
と
し
て
知
行

所
の
ご
と
く
島
内
支
配
を
行
っ
て
い
る
と
島
民
は
訴
え
る
。

【
史
料
４
）
45
（

】
今
度
惣
嶋
百
姓
〔
（
破
損
）

〕
上
様
ゟ
御
朱
印
被
下
忝
奉
存
候
處
ニ
、
宮（
塩
飽
年
寄
）

本
助
尉
殿
主
壱
人
ニ
被
仰
付
候
由
御
申
被
成
、
萬
事
嶋
仕
置
先

年
ニ
相
違
め
い
わ
く
仕
候
、
承
候
へ
ハ
、
御（
吉
田
彦
右
衛
門
・
茂
兵
衛
）

両
人
様
も
御
用
之
儀
被
仰
候
而
上
方
へ
御
の
ほ
り
被
成
候
由
承
候
間
、
乍
然

遠（
小
堀
政
一
）

州
様
へ
嶋
中
百
姓
罷
の
ほ
り
御
わ
ひ
事
申
上
度
候
へ
共
、
無
調
法
事
可
有
御
座
候
、
夫
々
乍
慮
外
具
ニ
被
仰
、
先
年
の
こ
と
く
被

成
被
下
候
者
可
忝
候
、
も
し
御
公
儀
へ
不
被
仰
上
候（
吉
田
彦
右
衛
門
・
茂
兵
衛
）

者
、
其
方
様
も
助
尉
と
の
と
御
い
ち
み
被
成
候
と
可
存
候
、
萬
事
か
様
の
御
仕

置
ニ
て
ハ
か
ん
に
ん
不
成
候
故
、
以
御
取
次
を
助
尉
と
の
へ
種
々
御
わ
ひ
事
申
上
候
へ
共
一
圓
御
同
心
無
御
座
候
、
其
上
嶋
中
百
姓
壱

人
も
不
残
他
国
へ
成
共
罷
り
う
せ
、
又
ハ
上
方
へ
の
ほ
り　

遠
江
様
へ
し
ゆ
う
そ
ニ
の
ほ
り
候
と
も
百
姓
次
第
と
被
仰
候
、
不
及
是
非

候
、
此
上
ハ
其
方
様
頼
上
申
候
間
、
嶋
々
仕
置
違
候
通
り
具
ニ
取
上
被
成
可
被
下
候
、
ひ
と
え
に
奉
頼
候
、
為
後
日
如
此
候
、
以
上

（
寛
永
八
年
）
八
月
八
日　
　
　
　
　
　
　

手
島
百
姓
中
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
九
村
・
島
百
姓
中
略
）
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吉
田
彦
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　

同　

茂
兵
衛
殿

助
之
丞
の
支
配
に
対
し
、
塩
飽
島
内
の
一
〇
村
（
お
よ
び
島
）
の
百
姓
中
が
、
年
寄
吉
田
彦
右
衛
門
と
茂
兵
衛
に
対
し
て
、
小
堀
へ
の

嘆
願
を
依
頼
し
て
い
る
。
百
姓
中
は
今
回
の
嘆
願
を
彦
右
衛
門
等
が
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
、
助
之
丞
一
味
と
み
な
す
と
強
い
口
調
で
述
べ

る
。
助
之
丞
の
言
で
は
、
上
方
へ
登
り
小
堀
へ
「
し
ゆ
う
そ
」（
愁
訴
）
す
る
の
も
百
姓
次
第
と
す
る
な
ど
、
史
料
３
に
裏
付
け
ら
れ
た

自
身
の
立
場
に
正
当
性
を
見
出
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
年
寄
彦
右
衛
門
等
が
代
表
と
な
っ
た
の
は
、
島
中
の
百
姓
が
こ
ぞ
っ
て
嘆

願
す
れ
ば
不
調
法
に
な
る
こ
と
と
、
彦
右
衛
門
等
が
御
用
を
仰
せ
ら
れ
上
方
へ
登
り
、
小
堀
に
接
す
る
機
会
が
あ
る
た
め
と
し
て
お
り
、

こ
こ
で
も
御
用
を
通
じ
た
支
配
―
年
寄
の
回
路
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
て
彦
右
衛
門
等
が
上
方
に
て
小
堀
に
嘆
願
し
た
訴
状
が
、
前
節
の
史
料
２
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
慶
長
期
に
小
堀
手
代
山
脇
九

郎
右
衛
門
よ
り
認
可
さ
れ
た
入
江
知
行
分
の
引
継
を
、
助
之
丞
批
判
の
根
本
に
据
え
て
い
る
。
一
方
で
助
之
丞
は
、
こ
の
知
行
分
も
「
取

上
」
と
い
う
の
が
小
堀
の
「
御
意
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
の
一
件
に
み
え
る
助
之
丞
の
行
動
・
主
張
は
、
前
代
か
ら
宮
本
家
の
申
請
に
よ
っ
て
朱
印
状
が
獲
得
で
き
て
い
た
連
続
性
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
塩
飽
の
共
同
知
行
の
根
拠
が
、
実
は
年
寄
宮
本
家
を
核
と
す
る
幕
府
権
力
と
の
人
的
関
係
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い

た
と
い
う
矛
盾
が
露
呈
し
た
一
件
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
塩
飽
島
民
は
一
方
の
年
寄
吉
田
家
を
立
て
、
そ
し
て
同
家
は
小
堀
か

ら
自
身
に
与
え
ら
れ
た
知
行
の
正
当
性
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
件
は
、
年
寄
個
人
の
土
豪
的
支
配

か
島
民
の
共
同
統
治
か
と
い
う
点
よ
り
は
、
そ
う
し
た
水
主
の
主
張
を
組
み
入
れ
つ
つ
も
、
前
線
で
は
知
行
と
公
儀
御
用
を
紐
帯
と
す
る

支
配
―
年
寄
の
関
係
を
主
軸
と
し
て
争
わ
れ
た
。

騒
動
以
降
、
彦
右
衛
門
は
こ
れ
ま
で
通
り
年
寄
を
続
け
、
複
数
年
寄
制
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
方
で
、
彦
右
衛
門
等
が
主
張
し
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た
入
江
の
知
行
分
は
結
局
助
之
丞
に
引
き
渡
さ
れ
、
助
之
丞
も
年
寄
と
し
て
の
立
場
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
）
46
（

。
老
中
稲
葉
の
指
示

や
小
堀
自
身
の
「
御
意
」
に
基
づ
く
行
動
で
あ
る
以
上
、
助
之
丞
を
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

第
三
章　

幕
府
海
上
御
用
の
実
施
過
程

第
一
節　

小
堀
―
年
寄
に
よ
る
御
用
賦
課
の
性
格

こ
こ
ま
で
は
年
寄
宮
本
家
の
近
世
初
期
の
活
動
等
か
ら
、
幕
府
権
力
中
枢
に
あ
っ
た
塩
飽
支
配
と
年
寄
家
が
御
用
を
通
じ
て
人
的
関
係

を
結
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
塩
飽
朱
印
状
の
発
給
に
も
や
は
り
同
家
の
人
的
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
発
端
と
す
る

寛
永
期
の
騒
動
か
ら
、
島
民
が
宮
本
家
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
、
並
立
す
る
年
寄
吉
田
家
を
代
表
に
立
て
、
同
家
は
支
配
と
の
関
係
で

得
ら
れ
た
知
行
と
公
儀
御
用
の
論
理
で
主
張
を
展
開
し
た
こ
と
を
み
た
。
つ
ま
り
塩
飽
共
同
統
治
の
根
拠
は
、
支
配
と
年
寄
家
と
の
関
係

が
主
軸
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
朱
印
状
に
基
づ
く
知
行
の
反
対
給
付
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
御
用
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
上
村
が
前
述
の
助
之
丞
一
件
を
、
塩
飽
廻
船
の
軍
事
的
用
役
と
結
び
つ
い
た
年
寄
の
土
豪
的
恣
意
と
表
現
し
た

よ
う
に
、
塩
飽
の
御
用
と
島
内
統
治
を
一
体
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
）
47
（

。

【
史
料
５
）
48
（

】寛
永
八
年
十
一
月
日　

し
わ
く
嶋
中
加
子
舟
頭
ゟ
指
出
書
付

　
　
（
中
略
）

一 

塩
飽
嶋
中
へ
千
弐
百
五
拾
石
加
子
・
舟
頭
ニ
被
下
候
、
右
之
内
三
百
五
拾
六
石
両
年
寄
衆
知
行
ニ
被
仕
候
、
内
五
拾
石
者
浦
々
定

使
之
者
ニ
給
分
、
残
而
八
百
四
十
四
石
者
加
子
・
舟
頭
分
、
此
内
四
百
石
者　

御
公
儀
御
役
目
之
懸
合
ニ
可
被
成
た
め
に
殿
様
之
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以
御
意
、
山
わ
き
九
郎
右
衛
門
代
ゟ
御
中
物
ト
年
ニ
大
坂
ゟ
江
戸
へ
廻
り
申
候
御
材
木
御
役
目
之
時
遣
可
申
与
数
度
申
上
候
得
共
、

一
圓
御
同
心
な
く
少
御
出
シ
候
故
、
不
叶
異
儀
加
子
・
舟
頭
ゟ
牛
船
を
う
り
丁
銀
拾
三
貫
四
百
目
出
シ
御
役
目
調
申
候
に
、
剰
算

用
さ
へ
御
き
か
せ
な
く
候
、
其
上
今
よ
り
以
後
ハ
御
役
目
之
時
も
中
物
一
圓
出
シ
申
間
敷
と
の
仰
迷
惑
仕
候
事
（
後
略
）

史
料
は
前
章
に
み
た
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
助
之
丞
一
件
に
お
け
る
島
民
訴
状
の
一
部
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
塩
飽
朱
印
高
の
内
四
〇

〇
石
が
「
御
公
儀
御
役
目
之
懸
合
」
と
し
て
小
堀
が
設
定
し
、
手
代
山
脇
の
代
か
ら
大
坂
よ
り
江
戸
へ
の
材
木
輸
送
の
時
分
に
遣
わ
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
高
は
年
寄
の
賛
同
が
得
ら
れ
ず
、
少
量
の
み
供
出
す
る
た
め
、
塩
飽
水
主
は
牛
船
を
売
買

し
て
御
用
に
宛
て
て
い
る
と
し
て
い
る
。
史
料
で
は
年
寄
の
恣
意
性
と
し
て
非
難
し
て
い
る
が
、
塩
飽
の
知
行
高
に
対
す
る
海
上
御
用
の

負
担
が
不
整
合
と
な
っ
て
い
る
状
況
が
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
塩
飽
が
果
た
し
た
御
用
の
具
体
相
を
確
認
し
て
お
く
。

【
史
料
６
）
49
（

】
急
度
申
越
候
、
仍
備
中
ニ
在
之
鉄
大
坂
へ
相
届
候
用
ニ
候
間
、
舟
之
儀
申
付
、
於
宮
之
浦
ニ
西（
小
堀
手
代
ヵ
）

村
平
太
夫
・
江（
小
堀
手
代
ヵ
）

原
新
左
衛
門
両
人
相

渡
、
舟
数
手
形
取
可
申
候
、
鉄
過
分
ニ
可
在
之
候
間
、
舟
少
ツ
ヽ
ニ
而
ハ
は
か
行
申
間
敷
候
間
、
舟
数
申
付
つ
ま
せ
可
申
候
、
由
断

仕
間
敷
候
、
以
上

八
月
廿
八
日　

遠
（
小
堀
政
一
）

江
（
花
押
）

　
　

し
わ
く　

年
寄
中

本
史
料
の
発
給
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
支
配
小
堀
時
代
の
も
の
で
、
同
人
は
高
木
昭
作
に
よ
り
所
謂
「
国
奉
行
」
と
し
て
備
中
の
鉄

の
集
荷
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
）
50
（

、
塩
飽
は
ま
さ
に
そ
の
鉄
を
大
坂
に
輸
送
す
る
役
目
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
史
料
で
は
小
堀
が
塩
飽
年
寄
中
に
指
示
し
て
お
り
、こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
鉄
過
分
ニ
可
在
之
候
間
、舟
少
ツ
ヽ
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ニ
而
ハ
は
か
行
申
間
敷
候
間
、
舟
数
申
付
つ
ま
せ
可
申
候
」
と
、
具
体
的
船
数
は
年
寄
の
差
配
に
拠
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

【
史
料
７
）
51
（

】尚
〳
〵
舟
数
之
義
早
々
大
坂
へ
罷
上
可
得
御
意
候
、
油
断
仕
ま
し
く
候
、
以
上

急
度
申
越
候（
松
山
藩
主
蒲
生
忠
知
）

、
松
平
中
務
死
去
ニ
付
而
伊
予
之
国
松
山
之
城
御
在
番
之
衆
被
遣
ニ
付
而
、
大
坂
よ
り
渡
海
之
舟
入
申
候
、
嶋
ニ
有
合

之
舟
拾
艘
ニ
て
も
拾
五
艘
ニ
て
も
、
早
々
大
坂
へ
上
せ
可
申
候
、
其
元
ニ
舟
有
合
不
申
候
者
、
年
寄
共
即
刻
大
坂
へ
罷
上
、

久（
大
坂
町
奉
行
久
貝
正
俊
）

貝
因
幡
殿
・
曽（
大
坂
町
奉
行
曽
我
古
祐
）

我
又
左
衛
門
殿
・
小（
大
坂
船
手
小
浜
光
隆
）

濱
民
部
殿
得
御
意
、
大
坂
に
て
舟
か
り
候
而
相
立
可
申
候
、
伊
予
へ
御
越
之
衆
来
十
二
・
三

日
頃
大
坂
へ
御
着
之
事
候
間
、
致
其
心
得
候
、
早
々
舟
可
申
付
候
、
油
断
仕
間
敷
候
、
以
上

（
寛
永
一
一
年
）
九
月
四
日　
　
　

小（
小
堀
政
一
）

遠
江
（
花
押
）

　

塩
飽
嶋

　
　

年
寄
中

寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
松
山
藩
主
蒲
生
忠
知
死
去
に
際
し
、
在
番
衆
が
松
山
に
派
遣
さ
れ
る
の
で
、
小
堀
が
塩
飽
年
寄
に
「
有
合
」

の
船
を
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は
大
坂
町
奉
行
・
船
手
の
指
示
で
大
坂
に
て
船
を
借
り
る
こ
と
、
必
要
船
数
は
年
寄
が
早
々
に
大

坂
に
罷
り
上
り
、
指
示
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

【
史
料
８
）
52
（

】
一
筆
令
啓
達
候
、
然
者
江
戸
へ
廻
申
鉛
三
万
貫
目
塩
飽
之
舟
頭
共
請
取
舟
ニ
積
候
由
申
候
、
就
其
御
扶
持
方
米
請
取
申
度
候
由
申
候
、

此
以
前
も
御
荷
物
江
戸
へ
積
参
候
刻
者
上
方下

之
御
扶
持
方
被
下
候
間
、
只
今
も
被
仰
付
可
被
遣
候
哉
、
当
年
者
殊
外
切
々
舟
之
義
被

仰
付
船
頭
共
迷
惑
仕
候
へ
共
、
此
度
之
儀
ハ〻
相
立
か
へ
、
重
而
御
役
舟
之
刻
御
理
申
上
可
遣
候
由
申
聞
在
之
候
、
天
気
次
第
出
船
可

仕
候
由
申
候
、
時
分
柄
飯
米
ニ
も
手
つ
ま
り
迷
惑
仕
候
由
申
ニ
付
而
如
此
候
、
委
細
此
を
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
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（
寛
永
一
一
年
）
霜
月
廿
一
日　

小（
小
堀
政
一
）

堀
遠
江
守

阿（
大
坂
城
代
阿
部
正
次
）

部
備
中
守
様

稲（
大
坂
定
番
稲
垣
重
綱
）

垣
摂
津
守
様

曽（
大
坂
町
奉
行
曽
我
古
祐
）

我
又
左
衛
門
様

小
（
大
坂
船
手
小
浜
光
隆
）

濱
民
部
様　
　
　
　

御
中

猶
々
今
度
与
州
へ
上
使
衆
御
越
候
刻
、
相
立
候
舟
之
御
扶
持
方
も
只
今
被
下
候
様
ニ
と
申
候
、
以
上

本
史
料
で
は
、
鉛
三
万
貫
の
江
戸
輸
送
を
塩
飽
船
が
担
当
し
た
が
、
そ
の
際
塩
飽
が
先
例
の
ご
と
く
扶
持
米
を
受
け
取
り
た
き
旨
を
主

張
し
、
小
堀
が
そ
れ
を
う
け
て
支
給
の
是
非
に
つ
い
て
大
坂
の
幕
府
機
関
に
伺
っ
て
い
る
。
そ
し
て
当
年
は
塩
飽
船
の
御
用
が
頻
繁
に
仰

せ
付
け
ら
れ
、
船
頭
共
が
迷
惑
し
、
飯
米
に
も
手
詰
ま
り
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
と
い
う
。
猶
書
で
は
史
料
７
の
伊
与
へ
の
上
使
渡
海
御

用
に
つ
い
て
も
、
扶
持
米
を
支
給
す
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

塩
飽
へ
の
御
用
が
支
配
―
年
寄
と
い
う
系
統
で
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
章
で
み
た
史
料
４
の
、
年
寄
吉
田
家
が
上
方
に
登
り
、

小
堀
か
ら
島
民
を
代
表
し
て
御
用
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
小
堀
か
ら
の
指
示
の

段
階
で
は
、
具
体
的
船
数
や
扶
持
米
支
給
の
是
非
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
船
数
は
年
寄
が
自
身
の
責
任
の
下
、
時
に
大
坂
の
指
示
を
仰
ぎ

な
が
ら
、
島
中
に
申
し
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
小
堀
は
統
一
的
役
体
系
の
下
で
塩
飽
に
船
舶
供
出
を
賦
課
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
必
要
に
応
じ
て
年
寄
を
媒
介
し
な
が
ら
船
舶
の
調
達
を
実
施
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
御
用
の
過
重
負
担
が
現
実
に
問
題

と
な
っ
て
い
た
。

や
や
時
期
が
前
後
す
る
が
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
小
堀
書
状
に
備
中
笠
岡
が
知
行
替
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
「
ふ
ね
な
と
も

我
（
小
堀
政
一
）
等
つ
か
い
候
ほ
と
ハ
蔵（
倉
敷
）
し
き
ニ
も
在
之
候
事
候
、
其
上
し
わ
く
・
小
豆
嶋
・
泉
州
ニ
も
ふ
ね
在
之
儀
候
間
、
其
段
も
別
ニ
事
を
か
き
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候
儀
無
之
候
」
と
あ
り
、
小
堀
は
知
行
地
外
で
あ
る
塩
飽
に
知
行
地
と
同
様
、
自
身
で
活
用
で
き
る
船
舶
供
給
地
と
し
て
塩
飽
を
位
置
づ

け
て
い
た
）
53
（

。
小
堀
に
し
て
み
れ
ば
、
御
用
の
大
枠
を
指
示
す
れ
ば
、
年
寄
の
裁
量
で
船
舶
や
水
主
が
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
朱
印

高
や
島
内
の
生
産
高
と
い
っ
た
数
量
的
な
実
態
に
基
づ
い
て
賦
課
す
る
必
要
は
な
い
。
当
該
期
幕
府
の
海
上
御
用
が
、
そ
も
そ
も
島
内
の

実
態
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
故
に
、
そ
の
矛
盾
が
年
寄
と
島
民
の
間
に
転
嫁
さ
れ
た
と
い
え
、
前
章
の
助
之
丞
一
件
は
そ
の
よ
う
な

意
味
か
ら
も
、
御
用
を
め
ぐ
る
支
配
と
の
構
造
的
な
問
題
も
含
ん
で
い
た
。
そ
し
て
小
堀
が
果
た
し
た
職
務
が
、
塩
飽
に
お
い
て
こ
の
よ

う
な
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
は
、
結
果
と
し
て
当
該
期
幕
府
権
力
の
輸
送
機
能
が
、
年
寄
と
い
う
在
地
勢

力
の
「
恣
意
的
」
支
配
を
前
提
に
し
て
い
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
二
節　

恒
常
的
な
御
用
の
設
定

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
塩
飽
に
賦
課
さ
れ
た
海
上
御
用
は
必
要
に
応
じ
た
不
定
期
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
塩
飽
に

と
っ
て
は
「
迷
惑
」
と
な
っ
て
い
た
。

【
史
料
９
）
54
（

】乍
恐
言
上

一 

権（
徳
川
家
康
）

現
様
御
代
ハ
備
中
之
國
ゟ
鉄
・
御
材
木
荷
船
ニ
而
五
艘
・
拾
艘
宛
壱
歳
ニ
一
度
宛
大
坂
迄
積
登
御
役
儀
仕
候
、
其
上
石
見
之
国

ゟ
運
上
銀
登
候
時
是
も
荷
船
ニ
而
五
艘
・
七
艘
ニ
積
大
坂
迄
御
役
儀
仕
候
御
事

一 

大（
徳
川
秀
忠
）

徳
院
様
御
代
ハ
御
江
戸
へ
御
城
瓦
御
奥
之
表
御
材
木
五
年
・
三
年
ニ
一
度
宛
荷
船
ニ
而
五
艘
・
三
艘
宛
之
積
廻
ニ
御
役
儀
仕
候

御
事

一 

当（
徳
川
家
光
）

御
代
ニ
ハ
豊
後
之
国
江　

御
上
使
一
年
両
宛
御
下
被
成
時
、
小（
大
坂
船
手
小
浜
光
隆
）

濱
民
部
殿
御
預
り
之
御
早
船
ニ
過
分
之
加
子
乗
組
上
下
役
儀
仕
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候
處
ニ
当
年
ハ
讃
岐
之
國
へ　

御
上
使
御
下
被
成
候
時
加
子
三
百
人
是
も
小
濱
殿
御
預
り
之
御
早
船
ニ
乗
組
上
下
御
用
ニ
立
申
候

義
ニ
、
小
倉
迄
御
上
使
御
下
被
成
候
時
、
加
子
四
拾
八
人
是
も
小
濱
殿
御
預
り
の
早
船
ニ
乗
組
御
役
儀
仕
候
、
か
様
ニ
度
々
御
役

儀
被
仰
付
候
へ
ハ
、
塩
飽
嶋
船
頭
・
加
子
殊
外
迷
惑
仕
弥
堪
忍
も
不
罷
成
候
、
左
様
ニ
御
座
候
得
者
、
自
然
急
用
之
御
時
御
用
ニ

立
不
申
候
へ
ハ
私
共
迷
惑
ニ
可
被
仰
付
候
間
、
御
役
目
之
儀
御
江
戸
ニ
而
各
様
御
談
合
被
成
、
嶋
ニ
似
合
申
候
程
御
き
つ
ふ
御
定

被
成
、
小（
小
堀
政
一
）

堀
遠
江
殿
迄
被
仰
遣
被
下
候
者
忝
可
奉
存
候
、
則
寛
永
九
年
ゟ
当
年
迄
御
役
儀
仕
り
、
目
録
指
上
申
候
条
可
然
様
ニ
奉

願
存
候
、
以
上

寛
永
十
八
年
巳
ノ
十
月
十
六
日　

塩
飽
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本
助
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
か
へ

進
上

　

順
（
勘
定
頭
伊
丹
康
勝
）

斉
公
様

寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
に
至
り
、
前
章
に
み
た
年
寄
宮
本
助
之
丞
は
江
戸
勘
定
頭
伊
丹
康
勝
に
宛
て
て
、
家
光
期
以
降
の
度
重
な

る
「
役
儀
」
賦
課
で
「
迷
惑
」
し
て
い
る
の
で
、
江
戸
に
て
談
合
の
上
で
「
嶋
ニ
似
合
申
候
程
」
の
「
御
き
つ
ふ
」
を
定
め
る
よ
う
に
嘆

願
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
該
期
ま
で
、
塩
飽
の
御
用
に
関
す
る
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
前
章
で
述
べ
た
理

解
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
そ
の
「
恣
意
的
」
支
配
を
非
難
さ
れ
た
助
之
丞
は
、
こ
こ
で
塩
飽
の
利
害
を
代
表
し
、

朱
印
高
と
役
賦
課
の
紐
付
け
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
本
来
船
舶
・
水
主
調
達
を
担
っ
て
い
た
の
は
助
之

丞
等
年
寄
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
過
重
負
担
は
そ
の
ま
ま
年
寄
へ
の
不
満
に
結
実
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
調
整
は
自
身
の
立
場

に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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ま
た
前
章
で
み
た
老
中
稲
葉
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
宮
本
家
の
持
つ
江
戸
へ
の
回
路
は
、
小
堀
と
の
二
者
間
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

助
之
丞
が
勘
定
頭
に
は
た
ら
き
か
け
、
江
戸
の
談
合
を
通
じ
て
小
堀
に
下
達
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味

深
い
。
小
堀
自
身
は
本
来
的
に
塩
飽
島
民
に
朱
印
状
を
発
給
し
、
島
内
統
治
を
安
堵
し
、
ま
た
御
用
賦
課
を
命
令
で
き
る
主
体
で
も
な
く
、

そ
し
て
自
分
た
ち
が
果
た
す
御
用
は
他
な
ら
ぬ
将
軍
権
力
の
下
で
命
令
さ
れ
る
も
の
と
、
助
之
丞
は
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
時
期
以
降
、表
２
を
見
る
限
り
、幕
府
役
人
に
よ
る
臨
時
の
島
内
巡
見
等
を
除
い
て
は
、定
期
的
な
豊
後
目
付
渡
海
と
承
応
三
年
（
一

六
五
四
）
以
降
の
長
崎
奉
行
渡
海
に
固
定
化
し
て
い
く
動
向
が
窺
え
る
。
そ
の
内
、
ま
ず
豊
後
目
付
の
渡
海
に
つ
い
て
、
元
和
九
年
（
一

六
二
三
）
越
前
北
庄
城
主
松
平
忠
直
が
豊
後
府
内
藩
に
配
流
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
監
視
役
と
し
て
目
付
が
同
所
ま
で
派
遣
さ
れ
、
こ

の
目
付
渡
海
の
際
は
幕
府
の
船
舶
が
用
い
ら
れ
る
が
、塩
飽
水
主
が
同
船
に
乗
船
し
て
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、慶
安
三
年
（
一

六
五
〇
）
松
平
忠
直
死
去
に
伴
い
豊
後
目
付
渡
海
は
一
時
中
断
さ
れ
、
万
治
期
の
府
内
藩
主
交
代
に
よ
る
派
遣
を
最
後
に
、
歴
史
的
役
割

を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
長
崎
奉
行
渡
海
に
つ
い
て
、
承
応
三
年
長
崎
奉
行
が
小
倉
ま
で
渡
海
の
際
、
塩
飽
水
主
が
徴
発
さ
れ
、
近
世
を
通
じ
て
恒
常
化
さ

れ
る
。
表
２
を
み
て
も
、
一
七
世
紀
後
期
以
降
塩
飽
の
役
儀
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
後
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
幕
府
か
ら
西

国
諸
藩
の
水
主
を
徴
発
す
る
方
針
と
な
り
、
塩
飽
に
対
す
る
役
儀
が
一
時
御
免
と
さ
れ
る
が
、
塩
飽
の
嘆
願
が
あ
り
、
一
年
に
銀
四
貫
六

〇
〇
目
を
幕
府
に
上
納
す
る
こ
と
で
、
役
儀
達
成
の
代
替
と
す
る
事
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
仮
に
幕
府
に
と
っ
て
不
要
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
代
銀
納
と
し
て
関
係
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、
中
断
し
て
い
た
長
崎
奉
行
渡
海
役
は

再
び
塩
飽
に
仰
せ
付
け
ら
れ
る
が
、
新
た
に
朝
鮮
通
信
使
来
聘
に
お
け
る
川
船
役
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
勤
め
た
年
度
の

長
崎
奉
行
渡
海
役
は
二
重
賦
課
の
た
め
免
除
さ
れ
る
）
55
（

。
こ
の
長
崎
奉
行
渡
海
に
関
す
る
賦
課
の
性
格
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
、
元
禄
期
の

史
料
で
あ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
。
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【
史
料
10
】）

56
（一

麒
麟
丸　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
〔
（
破
損
）

〕

水
取
船
八
挺
立

一
大
龍
丸　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
八
挺
立

水
取
船
八
挺
立

一
千
秋
丸　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
拾
弐
〔
（
破
損
）

〕

水
取
船
六
挺
立

御
関
船
・
水
取
船
三
艘
共

加
子
数
合
百
九
拾
人

右
者
永（
長
崎
奉
行
永
井
直
允
）

井
讃
岐
守
長
崎
江
被
相
〔
（
破
損
）

〕
御
関
船
三
艘
御
借
被
成
候
、
以
上

（
元
禄
一
五
年
）
八
月
廿
八
日　
　

小
（
大
坂
船
手
小
浜
広
隆
）

濱
民
部

小
（
大
坂
代
官
小
野
朝
之
丞
）

野
朝
丞
殿

賦
課
を
指
示
す
る
大
坂
船
手
が
当
時
の
塩
飽
支
配
で
あ
る
大
坂
代
官
に
宛
て
て
、
渡
海
に
用
い
る
幕
府
所
有
の
船
舶
と
、
そ
れ
に
乗
船

す
る
水
主
数
を
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
が
年
寄
吉
田
家
の
文
書
群
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
代
官
が
塩
飽
年
寄
へ
達
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
史
料
か
ら
は
、
既
に
大
坂
船
手
よ
り
水
主
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
か
ら
恒
常
的
な
塩
飽
の
役
儀
と
は
、
こ
の
長
崎
奉
行
渡
海
に
関
す
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
く
、
同
役
儀
の
達
成
が
塩
飽
水
主
に
よ

る
知
行
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
く
。ま
た
、城
米
輸
送
に
本
格
的
に
従
事
し
て
い
く
延
宝
期
ま
で
塩
飽
が
大
坂
船
手
支
配
と
な
っ

て
い
る
の
は
（
表
１
）、
長
崎
奉
行
渡
海
役
の
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
、
後
世
塩
飽
自
身
が
領
主
支
配
に
関
す
る
伺
い
へ
の
返
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答
に
「
塩
飽
嶋
者
加
子
役
相
勤
申
場
所
ニ
而
御
座
候
得
者
、
御
船
手
支
配
ニ
相
成
候
様
ニ
承
傅
申
候
）
57
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
看
取

で
き
る
。

こ
う
し
て
寛
永
後
期
を
画
期
と
し
て
、
御
用
が
固
定
化
・
定
期
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
承
応
以
降
は
事
実
上
長
崎
奉
行
渡
海
役
に

一
本
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
代
銀
納
や
二
重
賦
課
の
文
脈
か
ら
、
塩
飽
の
役
賦
課
と
知
行
の
対
応
関
係
は
こ
の
役
儀
の
恒
常
化

に
よ
り
成
立
し
て
く
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
以
前
の
海
上
御
用
と
は
決
定
的
に
性
格
が
異
な
る
。

視
点
を
年
寄
や
支
配
に
移
す
と
、
助
之
丞
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
の
国
絵
図
書
上
に
関
す
る
書
状
の
宛
所
を
最
後
に
姿
を
消
し
）
58
（

、

表
３
の
元
史
料
で
あ
る
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
目
録
書
上
に
後
代
と
み
ら
れ
る
宮
本
権
右
衛
門
（
後
に
助
之
丞
の
名
跡
を
継
ぐ
）
が

登
場
す
る
。
そ
し
て
小
堀
が
正
保
四
年
に
死
去
し
て
後
、
大
坂
町
奉
行
・
同
船
手
が
新
た
に
塩
飽
の
支
配
と
な
り
、
こ
の
体
制
下
で
、
年

寄
四
人
制
が
明
文
化
さ
れ
、
支
配
―
年
寄
関
係
が
機
構
的
に
整
備
さ
れ
て
い
く
。

お
わ
り
に

塩
飽
で
は
近
世
初
頭
よ
り
、
御
用
従
事
を
媒
介
と
し
て
年
寄
家
と
幕
府
権
力
の
人
的
関
係
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
共
同
統
治

の
根
拠
た
る
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た
。
幕
府
権
力
に
よ
る
鉄
や
鉛
等
の
輸
送
・
集
荷
機
能
と
い
っ
た
不
定
期
・
不
定
量
の
御
用
は
、
塩
飽

に
お
い
て
は
支
配
―
年
寄
と
い
う
関
係
が
核
と
な
り
達
成
さ
れ
た
。
同
機
能
を
担
っ
て
い
た
小
堀
政
一
は
、
国
奉
行
・
郡
代
と
し
て
広
域

支
配
を
担
い
、
そ
の
個
人
的
力
量
に
基
づ
き
、
時
々
の
多
様
な
職
務
に
塩
飽
水
主
・
船
舶
を
動
員
し
た
た
め
、
そ
の
実
数
は
小
堀
か
ら
は

明
示
さ
れ
ず
、
塩
飽
年
寄
の
差
配
を
前
提
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
島
内
に
お
け
る
前
代
か
ら
の
年
寄
の
政
治
的
・
経
済
的
実
力
を
前
提
に

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
幕
府
権
力
は
彼
ら
を
通
じ
て
御
用
を
円
滑
に
達
成
し
、
同
時
に
年
寄
は
同
権
力
と
結
び
付
く
こ
と
で
、
島
内
全



近世前期幕府海上御用の実施形態23

体
も
し
く
は
年
寄
家
の
利
害
を
確
保
し
た
。
以
上
か
ら
、
近
世
前
期
に
お
い
て
広
域
支
配
を
担
う
存
在
に
よ
る
海
上
御
用
の
達
成
過
程
に

お
い
て
、
こ
う
し
た
中
央
権
力
と
も
関
係
を
持
つ
土
豪
的
存
在
が
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
、
故
に
幕
藩
体
制
の
構
築
に
お
い
て
矛
盾
を

発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
過
渡
的
な
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
う
し
た
状
況
か
ら
寛
永
一
〇
年
代
に
至
り
、
御
用
の
過
重
賦
課
も
相
俟
っ
て
、
以
後
「
役
」
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
段

階
に
お
い
て
、
最
早
塩
飽
水
主
は
幕
府
権
力
が
無
前
提
に
動
員
で
き
る
水
主
集
団
で
は
な
く
、
そ
の
知
行
と
役
儀
が
相
応
に
紐
付
け
ら
れ

た
。
そ
れ
と
同
時
に
塩
飽
支
配
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。
小
堀
が
死
去
の
後
は
、
大
坂
町
奉
行
・
船
手
と
い
っ
た
幕
府
機
関
が
支
配
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
り
、「
人
」
か
ら
「
職
」
へ
と
い
う
動
向
が
読
み
取
れ
る
。
塩
飽
の
知
行
は
第
二
章
で
も
触
れ
た
が
、
慶
安
三
年
（
一

六
五
〇
）
四
月
に
家
光
の
朱
印
状
を
申
請
す
る
も
却
下
さ
れ
、
前
代
ま
で
の
朱
印
状
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
追
認
す
る
勘
定
奉
行
奉
書
が

発
給
さ
れ
る
に
留
ま
り
）
59
（

、
以
後
塩
飽
の
歴
史
に
お
い
て
将
軍
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
人
的
関
係
に
基
づ
い
て

幕
府
権
力
中
枢
と
の
パ
イ
プ
役
を
果
た
し
た
初
代
宮
本
伝
太
夫
・
助
之
丞
父
子
と
い
っ
た
存
在
も
後
代
に
は
登
場
せ
ず
、
役
儀
達
成
の
た

め
に
大
坂
船
手
等
の
幕
府
機
関
と
調
整
す
る
こ
と
は
あ
れ
、
そ
れ
は
既
に
定
め
ら
れ
た
水
主
・
船
舶
数
に
応
じ
て
四
人
の
年
寄
が
共
同
で

あ
た
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
機
構
的
支
配
の
下
で
役
賦
課
が
な
さ
れ
、
塩
飽
の
負
担
は
固
定
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
年
寄
の

実
権
も
限
定
的
と
な
る
。

か
つ
て
朝
尾
直
弘
は
、
在
地
小
領
主
の
支
配
を
解
体
し
、
小
農
を
基
礎
と
し
た
村
落
を
権
力
の
末
端
機
構
と
し
て
秩
序
づ
け
た
段
階
に

よ
っ
て
、
広
域
支
配
を
担
う
「
郡
代
」
の
歴
史
的
役
割
の
終
焉
を
見
通
し
た
）
60
（

。
そ
の
後
「
郡
代
」
の
職
務
を
受
け
継
ぐ
幕
府
機
構
の
研
究

が
深
め
ら
れ
る
一
方
で
、
こ
の
点
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
在
地
権
力
の
温
存
の
み
な
ら
ず
、
人
的
関

係
を
背
景
と
し
た
彼
ら
の
中
央
へ
の
影
響
力
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な
「
御
用
」
か
ら
固
定
的
な
「
役
」
に
変
容
さ
せ
て
い
く
こ

と
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
一
方
で
彼
ら
自
身
も
在
地
に
転
嫁
さ
れ
た
矛
盾
を
止
揚
す
る
た
め
に
、
そ
の
変
容
を
望
む
側
面
も
あ
っ
た
。
こ
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う
し
た
背
景
の
下
で
、
近
世
前
期
と
は
異
な
っ
た
、
機
構
に
基
づ
く
新
た
な
支
配
体
制
の
構
築
が
、
中
央
と
在
地
の
両
面
か
ら
要
請
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
。
後
世
の
広
域
支
配
機
構
と
の
相
違
点
や
幕
藩
体
制
確
立
の
過
渡
期
を
考
え
る
上
で
も
、
改
め
て
朝
尾
の
論
点
は
重
要

で
あ
ろ
う
。

従
来
よ
り
知
ら
れ
る
寛
文
末
期
東
廻
・
西
廻
海
運
整
備
以
降
、
城
米
輸
送
に
お
け
る
塩
飽
船
の
活
躍
は
、
そ
の
よ
う
な
役
体
系
や
「
直

属
性
」
の
論
理
と
は
本
来
的
に
異
な
る
。
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、
城
米
輸
送
は
「
支
配
」
で
あ
る
大
坂
代
官
の
下
で
他
廻
船
と
競
合
で
運
賃

吟
味
が
な
さ
れ
、
最
安
値
の
廻
船
が
選
択
さ
れ
る
「
請
負
」
方
式
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
）
61
（

。
塩
飽
が
長
崎
奉
行
渡
海
役
を
担
い
、
ま

た
城
米
輸
送
高
が
年
度
に
よ
っ
て
不
定
量
で
あ
る
以
上
、
役
賦
課
と
し
て
城
米
船
の
徴
発
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
米
穀
・
木
材
等
の
御
用
荷
物
輸
送
は
、
廻
船
問
屋
等
を
通
じ
た
「
請
負
」
制
に
よ
り
、
こ
の
部
門
に
お
け
る
塩
飽
船
は
、

運
賃
払
に
よ
る
雇
用
関
係
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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表
1　
由
緒
書
に
よ
る
塩
飽
島
支
配
の
変
遷
（
元
禄
初
期
ま
で
）

在
位
年

支
配
人

備
　
　
考

天
正

15～
20年

ヵ
寺
沢
越
中
守
広
政

天
正

20ヵ
～
慶
長

2年
ヵ

寺
沢
志
摩
守
正
成

慶
長

2ヵ
～

5年
ヵ

石
川
紀
伊
守
光
元

慶
長

5年
ヵ
～
？

小
笠
原
越
中
守
正
吉

？
～
慶
長

9年
ヵ

小
堀
新
助
正
次

慶
長

9ヵ
～
正
保

4年
ヵ

小
堀
遠
江
守
政
一

郡
代

慶
安

1～
寛
文

5年

曽
我
丹
波
守
古
佑

大
坂
町
奉
行
、
後
曽
我
近
佑

松
平
隼
人
正
重
綱

大
坂
町
奉
行
、
後
石
丸
石
見
守
定
次

小
浜
民
部
嘉
隆

大
坂
船
手
、
後
大
橋
与
三
右
衛
門

寛
文

5～
延
宝

5年
高
林
又
兵
衛

大
坂
船
手

森
川
六
左
衛
門

大
坂
船
手

延
宝

5～
6年

石
丸
石
見
守
定
次

大
坂
町
奉
行

延
宝

6年
水
野
甚
五
左
衛
門

大
坂
船
手

須
田
与
左
衛
門

大
坂
船
手

延
宝

6～
天
和

3年
松
村
吉
左
衛
門

大
坂
代
官

天
和

3～
元
禄

7年
万
年
長
十
郎

大
坂
代
官

「
塩
飽
島
漁
業
記
録
」（
長
沼
文
庫
、
九
州
大
学
付
属
図
書
館
記
録
資
料
館
所
蔵
）
よ
り
作
成
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表

2　
塩
飽
の
御
用
（
寛
文
初
期
ま
で
）

年
内
　
　
容

天
正

14～
15年

九
州
川
内
の
陣
に
お
い
て
大
坂
よ
り
兵
粮
・
御
馬
・
竹
木
そ
の
他
御
用
の
道
具
塩
飽
船
に
積
み
廻
し
、
船
水
主
帰
陣
ま
で
詰
る

天
正

15年
11月

15日
塩
飽
島
屋
敷
高

90石
、
田
高

23石
、
畑
高

1030石
検
地

天
正

16～
17年

寺
沢
志
摩
守
支
配
に
て
豊
臣
秀
吉
へ
の
年
貢
納
を
年
寄
宮
本
傳
太
夫
・
吉
田
彦
右
衛
門
・
入
江
四
郎
左
衛
門
・
真
木
又
左
衛
門
に
仰

せ
つ
け
ら
れ
る

天
正

18年
2月

塩
飽
年
寄
宮
本
伝
太
夫
、
聚
楽
御
殿
に
備
後
表

1000枚
献
上
、
塩
飽
島
朱
印
状
拝
領

天
正

18年
3月

1日
小
田
原
の
陣
の
兵
粮
米
、
船

20艘
に
積
み
込
み
送
り
届
け

文
禄

1年
2月

高
麗
出
陣
の
際
、
御
召
船
京
極
丸
を
預
け
ら
れ
、
名
護
屋
ま
で
御
供
、
そ
の
際
諸
国
の
船
改
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
奉
公
、
他
塩
飽
島
の

船
数

100艘
程
で
和
泉
、
淡
路
の
蔵
米
積
み
廻
し

文
禄

1年
7月

朝
鮮
出
兵
に
お
け
る
海
上
輸
送
の
働
き
に
よ
り
、
塩
飽
に
よ
る
摂
州
西
宮
か
ら
長
州
赤
間
関
に
至
る
海
辺
・
島
々
の
魚
租
の
受
納
が

浅
野
長
政
発
給
の
朱
印
状
に
よ
り
認
め
ら
れ
る

慶
長
初
期

小
堀
新
助
代
官
の
時
、
伏
見
御
普
請
入
用
の
た
め
、
備
中
連
嶋
の
米
・
材
木
・
鉄
を
大
坂
へ
積
廻

慶
長

5年
関
ケ
原
か
ら
大
坂
へ
討
入
の
際
、
宮
本
傳
太
夫
等
が
大
津
ま
で
罷
り
出
、
瀬
田
橋
詰
に
て
家
康
軍
に
従

 う
、

9月
25日

に
大
坂
西
の

丸
に
入
り
、
一
番
願
い
上
げ
、

28日
に
小
笠
原
越
中
守
肝
煎
に
て
本
多
弥
八
郎
の
取
次
で
朱
印
頂
戴
、
こ
の
時
宮
本
傳
太
夫
は
船
奉

行
辻
甚
左
衛
門
下
手
と
し
て
大
坂
木
津
川
口
の
番
を
勤
め
る

元
和

1年
大
坂
の
陣
に
お
い
て
備
中
国
よ
り
堺
ま
で
兵
粮
を
積
み
廻
し

元
和

8年
江
戸
城
普
請
に
お
い
て
堺
よ
り
瓦
出
船

20艘
に
て
積
み
廻
し

元
和

9年
～

松
平
忠
直
が
豊
後
府
内
に
配
流
さ
れ
て
以
降
、

1年
に

2度
水
主

200人
程
、
御
馬
船

2艘
出
す

寛
永

1年
江
戸
城
西
の
丸
普
請
に
お
い
て
材
木
船

13艘
に
て
積
み
廻
し

寛
永

7年
大
坂
蔵
米

970石
9升

4合
2夕
を
塩
飽
船

4艘
水
主

41人
で
江
戸
へ
積
廻
す
、
扶
持
方
米

49石
2斗
は
大
坂
蔵
よ
り
給
付

寛
永

9年
肥
後
加
藤
忠
広
改
易
に
よ
る
水
野
勝
成
が
筑
前
黒
崎
へ
下
向
の
際
、
塩
飽
船

56艘
水
主

653人
出
す
、
扶
持
米

195石
9斗
下
さ
れ
る
、

船
14艘

は
難
風
に
遭
い
破
損

寛
永

10年
河
州
石
川
郡
、
小
豆
島
、
備
中
国
の
年
貢
米

1932石
3升

6合
塩
飽
船

7艘
水
主

75人
出
す
、
扶
持
米
は

95石
9斗
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寛
永

11年

伊
予
松
山
へ
上
使
下
り
の
際
、
塩
飽
船

7艘
水
主

40人
出
す
、
扶
持
米

4石
大
坂
蔵
よ
り
下
さ
る

豊
後
府
内
へ
上
使
小
笠
原
忠
知
下
り
の
際
、
塩
飽
船

10艘
水
主

110人
出
す
、
扶
持
米

7石
5斗
大
坂
蔵
よ
り
下
さ
る

豊
後
府
内
へ
上
使
水
野
河
内
守
下
り
の
際
、
塩
飽
船

2艘
水
主

28人
出
す
、
扶
持
米

7石
5斗

6升
大
坂
蔵
よ
り
下
さ
る

鉛
3万
貫
塩
飽
船

5艘
水
主

52人
で
江
戸
へ
積
廻
す
、
扶
持
米

62石
4斗
大
坂
蔵
よ
り
下
さ
る

寛
永

15～
16年

島
原
の
陣
、
塩
飽
船
悉
く
大
坂
へ
召
し
上
げ
、
松
平
伊
豆
・
戸
田
氏
鉄
の
武
道
具
を
船

50艘
水
主

538人
で
御
用
に
立
つ
、
扶
持
米

は
314石

6斗
4升
大
坂
蔵
よ
り
下
さ
る

寛
永

17年
小
浜
民
部
預
か
り
の
荷
船

3艘
大
坂
よ
り
江
戸
ま
で
御
用
木
廻
し
の
役
水
主

寛
永

18年
讃
岐
高
松
仕
置
と
し
て
青
山
幸
成
、
伊
丹
康
勝
下
向
の
際
、
役
水
主

300人
大
坂
よ
り
讃
岐
ま
で
勤
め
、
扶
持
米
は

30日
分
合
計

90
石

寛
永

19年
目
付
嶋
野
弥
左
衛
門
、
川
口
茂
右
衛
門
豊
後
へ
下
向
の
際
、
水
主

210人
、
馬
船

2艘
出
す
、
扶
持
米
は

39石

慶
安

1年
小
浜
民
部
巡
見
の
た
め
塩
飽
に
下
向
の
際
、
水
主

41人
出
す
、
扶
持
米

9石
8斗

4升
目
付
豊
後
へ
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

194人
出
す
、
扶
持
米

58石
2斗

目
付
豊
後
へ
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

224人
出
す
、
扶
持
米

61石
2斗

慶
安

3年
目
付
豊
後
へ
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

214人
出
す
、
扶
持
米

67石
2斗

小
川
藤
左
衛
門
豊
後
へ
訪
問
の
際
、
役
水
主

65人
出
す
、
扶
持
米

6石
8斗

目
付
豊
後
へ
訪
問
の
際
、
水
主

204人
出
す
、
扶
持
米

2石
7斗

承
応

3年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

120人
出
す
、
扶
持
米

36石
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

114人
出
す
、
扶
持
米

34石
2斗

明
暦

2年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

118人
出
す
、
扶
持
米

35石
4斗

目
付
豊
後
ま
で
下
向
の
際
、
水
主

282人
出
す
、
扶
持
米

87石
3斗



28

明
暦

3年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

114人
出
す
、
扶
持
米

34石
2斗

目
付
豊
後
ま
で
下
向
の
際
、
水
主

208人
出
す
、
扶
持
米

63石
9斗

目
付
豊
後
ま
で
下
向
の
際
、
水
主

279人
出
す
、
扶
持
米

83石
7斗

万
治

1年
目
付
豊
後
ま
で
下
向
の
際
、
水
主

266人
出
す
、
扶
持
米

79石
8斗

万
治

2年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

114人
出
す
、
扶
持
米

34石
寛
文

1年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

116人
出
す
、
扶
持
米

34石
8斗

寛
文

2年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

114人
出
す
、
扶
持
米

34石
寛
文

3年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

116人
出
す
、
扶
持
米

36石
9斗

寛
文

4年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

124人
出
す
、
扶
持
米

37石
2斗

寛
文

5年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

128人
出
す
、
扶
持
米

36石
6斗

寛
文

6年
長
崎
奉
行
長
崎
ま
で
下
向
の
際
、
小
倉
ま
で
水
主

180人
出
す
、
扶
持
米

54石
「
塩
飽
島
漁
業
記
録
」（
長
沼
文
庫
、
九
州
大
学
付
属
図
書
館
記
録
資
料
館
所
蔵
）
よ
り
作
成

表
3　
万
治

2年
塩
飽
年
寄
家
古
書
物
目
録

N
o

年
　
代

内
　
容

差
　
出

宛
　
所

1
天
正

15年
12月

16日
島
中
は
つ
は
（
発
馬
ヵ
）
公
役
の
事

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）
下
代
大
突

喜
右
衛
門

―

2
天
正

16年
2月

2日
諸
役
御
免
の
事

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）

浦
中

3
天
正

16年
4月

29日
職
人
作
領
付
の
事

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）
下
代
大
突

喜
右
衛
門

―

4
天
正

19年
11月

8日
御
船
柱
の
事

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）

宮
本
伝
太
夫

5
（
天
正

15～
20年

ヵ
）

2月
23日

船
御
用
に
つ
き

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）

宮
本
伝
太
夫
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6
（
天
正

15～
20年

ヵ
）

5月
23日

公
事
人
の
事

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）

宮
本
伝
太
夫

7
（
天
正

15～
20年

ヵ
）

5月
17日

御
料
理
下
さ
れ
る
こ
と
、
但
し
年
寄
の
名
書

付
越
す
べ
し
と
の
文
言
あ
り

寺
沢
越
中
守
（
広
政
）

宮
本
伝
太
夫

8
（
文
禄

2～
慶
長

2年
ヵ
）

2月
22日

船
御
用
に
つ
き
、
但
し
船
滞
り
に
つ
き
し
か

り
（
叱
り
）
の
文
言
あ
り

寺
沢
忠
次
郎
（
正
成
）

し
わ
く
七
島
惣
中

9
（
文
禄

2～
慶
長

2年
ヵ
）

4月
6日

名
護
屋
へ
船
御
用
に
つ
き

寺
沢
忠
次
郎
（
正
成
）

し
わ
く
浦
中

10
慶
長

2年
10月

6日
鯨
の
御
用

石
川
紀
伊
守
（
光
元
）

お
わ
り
（
尾
張
）
七
右
衛
門
、
同

清
右
衛
門
、
し
わ
く
伝
太
夫

11 （
慶
長

2～
慶
長

4年
ヵ
）

10月
13日

書
物

石
川
紀
伊
守
（
光
元
）
下
代
杉
村

利
右
衛
門

宮
本
伝
太
夫
、
吉
田
彦
右
衛
門
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SUMMARY

The implementation process of shipping orders by the shogunate  
in japanese early modern: 

Considering “Kobori Masakazu”and “Toshiyori”  
in “Shiwaku” islands located in “Sanuki” province relationship

Futa ITOGAWA

This paper examined the implementation process of shipping orders by the 
shogunate in japanese early modern period first half of the 17th century. By past st
udies, the shogunate picked up a large amount of goods such as irons or leads by 
“Kunibugyo” or “Gundai” who be appointed general’s entourage. Therby, it is und
erstood that the shogunate power is isorated compared to other “Daimyo”. But it is 
not very clear how shogunate officials such as “Kunibugyo” collected so many shi
ps to carry goods. Therfore, this paper is targeting ship owner leader called “Toshi
yori” in “Shiwaku” islands located in “Sanuki” province. They provided ships to 
carry lots of goods by “Kobori Masakazu” who dominated “Shiwaku” islands and 
be appointed “Kunibugyo” or “Gundai” by the shogunate.

As what was found as results of this examination, Firstly, “Toshiyori” establi
shed personal relationships with shogunate offficials and they got a certificate to 
co-rule the islands by this relationships, and instead of that treatment, they engag
ed shipping orders for the shogunate under “Kobori’s” commands.

Second, “Kobori’s” commands were no indication of a specific number of sh
ips. Therfore, “Toshiyori” had to colllect ships on their own terms. Thereby, the co
mplaints of the islanders turned against them. On the other hand, Shipping orders 
under “Kobori’s” commands were achieved by relying on their influence.

 Third, by the 1640s, “Toshiyori” demanded shogunate officials to give prop
otional orders. Thereby, the orders engaged by them were fixed after that. As a res
ult, The relationship of “Toshiyori” (or “Shiwaku” islanders) and the shogunate ch
anged bureaucracy instead of personal.


